
中条中学校ＰＴＡ慶弔規定 

 

第１条  本規定は、中条中学校ＰＴＡ会則第２０条に基づいて定めるものとする。 

第２条  本規定は、中条中学校ＰＴＡ会員に関する慶弔に適用する。この規定の適用を受けるものは、次の

通りである。 

      ・本会会員（保護者・学校職員） 

      ・在籍生徒 

      ・その他、本会として、特別な事情を認めた場合 

第３条 本規定に要する経費は、年度のＰＴＡ会計より支出する。 

第４条 この規定にいう慶弔とは次の場合をいう。 

      ・本会会員の死亡 

      ・傷害疾病 

      ・災害 

      ・その他必要と認められた場合 

①  死亡弔慰金 

 ・本会会員及び在籍生徒死亡の場合は一律１０，０００円 

 ・その他、必要と認められた場合は三役で協議し決定する。 

 附則 ・供花、弔電等については別途協議する。 

           ・保護者及び生徒、学校職員の場合の葬儀参列は三役が１名以上参列する。 

           ・その他、特別な事情が認められた場合は、その都度三役で協議する。 

②  傷害見舞金 

・原則として、傷害疾病で１か月以上の入院をした場合、見舞金として５，０００円を支給

する。特別な場合は三役で協議する。 

③  災害見舞金 

 ・不慮の災害の場合は、三役で協議し決定する。 

④  学年ＰＴＡ慶弔 

       ・学年ＰＴＡとしての慶弔は、三役と協議し当該学年全会員に諮る。 

⑤  慶弔の返礼 

 ・慶弔を受けた場合は、全て返礼しないものとする。 

第５条  金額の変更等を含め、規定の改定は三役会で協議し常任委員会の承認を得る。 

 

附則 

 この慶弔規定は令和２年６月１５日から適用する。 


